
青少年健全育成に向けた講師派遣事業業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

青少年健全育成に向けた講師派遣事業 

 

２ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

３ 事業目的 

家庭、地域等の教育力の向上と地域での青少年健全育成活動の取組を促進することを目的とし

て、青少年健全育成活動に取り組む各種団体等（以下「団体等」という。）に対して、当該団体が

開催する地域における講座・研修会や講演会等（以下「講演会等」という。）に、岡山県子ども・

福祉部子ども家庭課（以下「子ども家庭課」という。）が選定する講師を派遣する事業を行う。 

 

４ 委託業務の概要 

主な業務項目は、次のとおりである。 

・ 団体等からの講師派遣申請受付 

・ 子ども家庭課が選定した講師への派遣依頼及び日程調整 

・ 団体等への派遣決定通知 

・ 団体等からの実施報告書受理 

・ 団体等からの相談・問い合わせへの対応 

・ 講師への謝金・旅費等支払 

 

 

 

①　派遣申請

④　派遣依頼

⑤　派遣承諾

　　　　　　　　②　派遣申請書(写)の送付

　　　　③　講師選定

　　　　　　   　 (派遣申請書(写)の返送)

⑥　派遣決定通知

⑦　打ち合わせ

⑧　講演等の実施

⑨　実施報告

⑩　謝金等の支払い

⑪　実施報告（写）の送付
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５ 講師の派遣回数 

  講師の派遣回数は、おおむね次のとおりとする。ただし、予算の範囲内で回数を調整するもの

とする。 

     派遣回数 105回程度 

     派遣経費 2,106,500円（講師謝金、旅費） 

 

６ 委託業務詳細 

（１）派遣依頼 

ア 団体等から、申請期間中に受託事業者へ派遣希望申請が提出されるので、要項及び手引き

に照らして派遣先として適正な団体等と認められる場合に限り、申請を受理すること。 

なお、要件に疑義がある場合は、子ども家庭課と協議すること。 

イ 希望する講演等に適する講師について、団体等から問い合わせや相談があった場合は、子

ども家庭課が選定する講師を派遣する旨を伝える等、問い合わせ等の内容に応じた対応を行

うこと。 

ウ 受託事業者は、子ども家庭課が選定した講師に対し、日程、派遣先、講演希望内容を一覧

にして照会すること。 

エ 講師への照会の結果、都合の付かなかった部分については、日程又は講師を変更(講師の

再選定については、子ども家庭課で対応)し、再度照会をかけること。 

オ 全ての調整が終わり次第、各団体等へ派遣決定通知書を送付するとともに、決定一覧を子

ども家庭課に提出すること。 

カ 予定の数量以上の申請があった場合、又は調整の結果、第４希望のいずれも実施できない

場合は、派遣不可の団体等にその旨を通知すること。 

（１） 実施終了後 

  ア 研修等の終了後、団体等から 10 日以内に実施報告書が提出されるので、内容を確認して

受理すること。期限内に報告書が提出されない場合は、提出を督促すること。 

  イ 報告書受理後、15日以内に謝金及び旅費を講師の指定口座へ振り込むこと。 

  ウ 月ごとに受理した実施報告書及び口座振込実績を、翌月 10 日までに子ども家庭課に提出

すること。 

 

７ 委託に含まれる経費 

  委託に含まれる経費は、次のとおりとする。 

(１) 講師派遣に係る謝金及び旅費 

(２) 事務を行うに当たって必要な事務費、通信費、振込手数料及び人件費 

 

８ 講師派遣に係る謝金及び旅費 

（１）謝金 

謝金の額は、一律１回につき、１時間半未満の場合は15,000円、１時間半以上の場合は20,000

円とすること。 

（２） 旅費 

旅費の算定は、県の規定に準ずること。 



 

９ 契約限度額 

  3,785,061円以内(消費税額及び地方消費税の額(10％)を含む) 

 

10 個人情報に関する取扱い 

（１）当該事業で使用する個人情報は必要最小限とするとともに、個人の権利及び利益を侵害する

ことのないよう配慮するものとする。 

（２）当該事業で使用する個人情報については、収集から廃棄に至るまで適切に取り扱うものとす

る。 

 

11 その他 

（１）講演会等の要件及び団体等からの申請手順等は、別紙手引き（案）のとおりとする。手引き

は、各学校等への直接配布及び子ども家庭課ホームページでの公開により周知するため、内容

の精査や団体等のやりとり等は手引きの記載事項を前提に行うこと。 

（２）団体等又は講師からの問い合わせについて、受託事業者において判断できないことは、子ど

も家庭課と協議すること。 


